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基本方針 

 市民が自ら健康維持増進に努めることができるよう、各事業を通じ健康に対する意

識の向上を図る。 

 「市民皆スポーツ」の意識が拡がるように、「市民ひとり一スポーツ」を目指し、健康づ

くりとスポーツ振興につなげる取組を推進する。 

 国民健康保険事業特別会計の収支状況に留意し、１年を通して安定的な会計運営に

努める。 

 

 

重点事業 

① アピアランスケア支援事業の実施（健康推進課） 

② 骨髄ドナー助成金交付事業の実施（健康推進課） 

③ 皮膚科新規開業促進事業の実施（健康推進課） 

④ 健康測定会開催事業の実施（健康推進課） 

⑤ 健康・体力づくり推進事業の実施（スポーツ健康課） 

⑥ スポーツ施設改修事業の実施（スポーツ健康課） 

⑦ データヘルス計画の中間評価と見直しの実施（国民健康保険課） 
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健康推進部 

部の役割 

予防・運動・保険制度を通じ、市民の健やかな暮らしを支

えます。 

主な内容としては、疾病予防（健診・予防接種）、日常的

な健康づくり（スポーツ）、安定した医療保険制度（国民健

康保険等）を柱とし、市民の健康長寿と安心な生活をサポ

ートする業務を行っています。 

健康推進部

健康推進課

スポーツ健康課

国民健康保険課
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① アピアランスケア支援事業の実施（健康推進課） 

がん患者の社会生活と治療の両立を支援し、療養生活の質の向上を図るため、

がん治療による外見の変化に対応する補整具などの購入費用に対して助成する。 

② 骨髄ドナー助成金交付事業の実施（健康推進課） 

骨髄バンク事業へのドナー登録の推進を図るため、骨髄等を提供したドナーに

対し、助成金を交付する。 

③ 皮膚科新規開業促進事業の実施（健康推進課） 

皮膚科医院を誘致するため、開設助成制度を継続し、医療専門誌へ周知広告を

掲載する。 

④ 健康測定会開催事業の実施（健康推進課） 

健康に対する意識の向上を図るため、気軽に参加できる健康測定会を開催する。 

⑤ 健康・体力づくり推進事業の実施（スポーツ健康課） 

市民が無理なく日常生活の中で運動を習慣化するため、誰でも、どこでも取り

組むことができるウオーキングやラジオ体操を推進し、健康増進に寄与する。 

⑥ スポーツ施設改修事業の実施（スポーツ健康課） 

施設利用者の利便性向上を図るため、緑苑台パークゴルフ場の一部改修を行う。 

⑦ データヘルス計画の中間評価と見直しの実施（国民健康保険課） 

第三期データヘルス計画で設定した目標値の達成状況の点検、評価を行い、必

要に応じて計画内容の見直しを実施する。 

各重点事業の詳細 


